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たものであること。

ハ　「具体的方法」には、主としてロの方策を実現するための具体的手法の例を示したものであ

ること。

ニ　「参考（関係法規）」には、健康障害防止対策ごとに、それぞれに対応する労働衛生関係法令

の概要を示したものであること。

(3) 「その他の対策」には、各製造工程に共通する事項について有害因子別に作業環境改善の具体

的手法の例を示したものであること。

(4) 「用語の説明」は鋳物製品製造業において用いられる現場用語等を説明したものであること。

３．非鉄合金鋳物を製造する工程においては、ベリウム、カドミウム、鉛等の特殊な金属も用いられ

ることもあるが、環境改善対策としては一般の金属と共通する部分が多く、また多岐にわたるので、

個別には触れていないこと。これらの物質に係る健康障害防止対策については、特定化学物質等障

害予防規則及び鉛中毒予防規則によるとともに、併せて本手法を参考とすること。
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